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は
じ
め
に

　

日
露
戦
争
以
降
、
朝
鮮
（
以
下
、
国
名
は
韓
国
と
し
、
民
族
や
地
域
名
は
朝

鮮
と
す
る
）
の
植
民
地
化
政
策
を
本
格
化
さ
せ
た
日
本
は
、
朝
鮮
へ
の
軍
事
基

地
建
設
を
進
め
て
い
っ
た
。日
露
戦
争
中
か
ら
鎮
海
湾
や
永
興
湾
に
築
城
を
し
、

ソ
ウ
ル
の
龍
山
等
で
は
永
久
兵
営
の
建
設
を
開
始
し
た
。
植
民
地
化
は
、
日
本

が
朝
鮮
を
自
ら
の
軍
事
的
な
拠
点
と
し
て
再
編
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

本
稿
は
咸
鏡
南
道
（
当
時
）
に
位
置
し
た
永
興
湾
の
軍
事
基
地
建
設
過
程
を

検
討
す
る
こ
と
で
、
朝
鮮
植
民
地
化
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
こ
と
を
課
題
と

す
る
（
永
興
湾
の
位
置
等
は
図
１
・
２
参
照
。
現
在
の
行
政
区
分
で
い
え
ば
、

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
江
原
道
元
山
市
に
接
す
る
湾
で
あ
る
）。
永
興
湾

を
対
象
と
す
る
の
は
、
同
湾
が
位
置
す
る
朝
鮮
東
北
部
（
咸
鏡
南
道
・
同
北
道
）

が
日
露
戦
争
の
戦
場
と
さ
れ
、
同
湾
が
戦
争
の
後
方
基
地
と
さ
れ
た
と
い
う
点

で
、
他
の
軍
事
基
地
建
設
の
事
例
と
は
異
な
る
独
自
の
位
置
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
戦
争
初
期
の
平
安
道
に
お
け
る
日
露
の
軍
事
衝
突
を
除
け

ば
、朝
鮮
内
で
両
軍
の
本
格
的
な
戦
場
と
さ
れ
た
の
は
東
北
部
の
み
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
日
露
戦
争
の
展
開
過
程
を
朝
鮮
東
北
部
の
動
向
を
中
心
に
整
理
し
て

お
こ
う
。
一
九
〇
四
年
二
月
の
開
戦
以
後
、
日
本
軍
は
主
戦
場
で
あ
る
満
洲
に

第
一
・
二
軍
を
向
か
わ
せ
た
。
第
一
軍
は
朝
鮮
の
仁
川
及
び
平
壌
沖
か
ら
上
陸

し
た
上
で
、
平
安
道
を
北
上
し
五
月
頭
に
鴨
緑
江
渡
河
作
戦
を
実
施
し
た
。
第

二
軍
は
海
上
よ
り
同
じ
く
五
月
頭
に
遼
東
半
島
上
陸
を
実
施
し
た
。
一
方
、
朝

鮮
東
北
部
は
主
戦
場
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
は
元
山
へ
と
日
本
軍
を
増
派
し
同

地
の
占
領
を
確
実
に
し
、
元
山
以
北
か
ら
は
居
留
民
等
の
日
本
の
勢
力
は
撤
退

す
る
作
戦
を
と
っ
た
。
元
山
は
一
八
八
〇
年
に
開
港
し
、
日
本
人
居
留
民
も
多

く
日
本
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
。
他
方
、
沿
海
州
に
駐
屯
し
て
い
た
ロ
シ
ア

軍
は
東
北
部
へ
と
南
下
し
、
同
地
域
を
占
領
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
転
換
さ

せ
た
の
が
一
九
〇
四
年
八
月
の
蔚
山
沖
海
戦
で
あ
る
。
日
本
軍
は
同
海
戦
で
の

勝
利
を
利
用
し
て
徐
々
に
ロ
シ
ア
軍
を
撤
退
さ
せ
な
が
ら
東
北
部
を
北
上
し
、

九
月
に
は
咸
興
を
占
領
の
上
、
十
月
よ
り
東
北
部
の
占
領
地
域
に
「
軍
政
」
を

施
行
し
た
。
日
本
軍
は
一
九
〇
五
年
六
月
に
は
鏡
城
を
、
九
月
に
は
会
寧
を
占

領
し
同
月
講
和
を
迎
え
た
。
戦
争
終
結
後
も
日
本
は
引
き
続
き
ロ
シ
ア
を
牽
制

す
る
た
め
に
、
ソ
ウ
ル
以
北
の
軍
事
力
を
東
北
部
に
集
中
配
置
さ
せ
る
軍
事
戦

略
を
と
っ
た
。

　

日
露
戦
争
と
朝
鮮
を
め
ぐ
っ
て
は
、
鄭
昌
烈
と
趙
景
達
の
研
究
が
重
要
で
あ

1

）

）る
。
前
者
は
日
露
戦
争
期
の
日
本
の
侵
略
政
策
に
つ
い
て
軍
事
的
制
圧
、
民
衆

弾
圧
、
支
配
層
の
懐
柔
等
を
取
り
上
げ
た
上
で
、
朝
鮮
側
の
対
応
を
政
府
・
開

化
派
・
民
衆
・
義
兵
に
分
け
て
整
理
し
て
い
る
。
ま
た
後
者
は
、
朝
鮮
人
の
日

本
観
や
日
本
の
軍
事
支
配
の
実
態
、
土
地
・
労
働
力
収
奪
、
さ
ら
に
は
官
民
の

抵
抗
運
動
に
つ
い
て
、多
く
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
地
域
ご
と
の
状
況
の
差
異
に
つ
い
て
は
十
分
に
議
論
し

て
い
な
い
。
日
本
の
侵
略
と
朝
鮮
の
対
応
を
多
面
的
に
理
解
す
る
上
で
、
戦
局

の
変
化
と
関
わ
ら
せ
て
各
地
域
の
異
な
る
状
況
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
。
こ
の
点
で
戦
場
と
さ
れ
た
東
北
部
の
経
験
、
そ
し
て
永
興
湾
の
軍
事
基

日
露
戦
争
以
降
の
朝
鮮
に
お
け
る
軍
事
基
地
建
設
と
地
域

―

永
興
湾
を
対
象
と
し
て―

加
藤　

圭
木
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図１　日露戦争当時の朝鮮

図２　日露戦争当時の永興湾

備考： 筆者作成。本稿関連の地名を示した。
済州島は省略した。

出典： 陸軍省『明治卅七八年戦役陸軍政史』覆刻版、
湘南堂書店、第５巻、1983年（原本は1911年）、
63～64頁

備考： ① 図では松田湾・永興湾がそれぞれ示されてい
るが、両湾を総称して永興湾と呼ぶことが一
般的である。

　　　② 点線の内側は日本海軍の収用地である。
　　　③ 本稿関連の地名を書き加えた。
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地
建
設
過
程
は
独
自
に
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

　

永
興
湾
の
軍
事
基
地
は
、
日
本
軍
が
東
北
部
を
北
上
し
た
際
に
ロ
シ
ア
軍
と

対
峙
す
る
中
で
建
設
さ
れ
、戦
後
も
ロ
シ
ア
を
牽
制
す
る
目
的
を
持
っ
て
い
た
。

こ
こ
で
、
永
興
湾
の
軍
事
基
地
の
設
置
過
程
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
日
本
陸
軍

は
一
九
〇
五
年
二
月
よ
り
同
地
域
に
お
い
て
土
地
を
占
拠
し
て
築
城
を
開
始

し
、
五
月
に
永
興
湾
要
塞
司
令
部
を
設
置
し

2

）

）た
。
ま
た
、
日
本
海
軍
は
同
地
に

お
い
て
、
同
年
二
月
一
三
日
に
佐
世
保
鎮
守
府
司
令
長
官
の
隷
下
で
あ
る
元
山

防
備
隊
を
編
成
し

3

）

）た
。
さ
ら
に
同
年
七
月
一
三
日
、
永
興
湾
要
塞
司
令
官
は
、

韓
国
駐
箚
軍
軍
律
第
七
条
に
基
づ
い
て
永
興
湾
要
塞
軍
律
を
発
布
し

4

）

）た
。
そ
し

て
一
九
〇
六
年
八
月
一
六
日
に
、
統
監
伊
藤
博
文
は
韓
国
政
府
に
対
し
て
、
鎮

海
湾
と
永
興
湾
に
軍
港
を
設
け
る
こ
と
を
求
め
、
両
港
を
日
本
が
使
用
す
る
こ

と
を
要
求
し

5

）

）た
。
こ
れ
を
受
け
て
八
月
二
一
日
、
日
本
の
「
保
護
国
」
下
の
韓

国
政
府
は
鎮
海
湾
と
永
興
湾
を
軍
港
と
為
す
予
定
で
あ
る
こ
と
を
告
示
し

6

）

）た
。

「
韓
国
併
合
」
後
の
一
九
一
一
年
一
月
一
日
よ
り
、
永
興
は
日
本
海
軍
の
要
港

と
さ
れ

7

）

）た
。

　

軍
事
基
地
建
設
に
は
土
地
収
用
問
題
が
関
わ
る
が
、こ
れ
に
つ
い
て
は
ソ
ン
・

ジ
ヨ
ン
論

8

）

）文
が
重
要
で
あ
る
。
ソ
ン
は
日
本
が
朝
鮮
で
日
露
戦
争
以
降
に
お
こ

な
っ
た
土
地
収
用
を
次
の
四
つ
に
分
け
て
い
る
。
①
「
露
日
戦
争
の
開
始
と
と

も
に
日
本
陸
海
軍
に
よ
っ
て
砲
台
、
電
信
所
等
と
し
て
占
有
さ
れ
た
主
要
沿
岸

お
よ
び
島
嶼
地
域
」、
②
「
京
義
線
、
馬
山
線
等
の
軍
用
鉄
道
用
地
」、
③
「
韓

国
駐
箚
軍
の
主
導
で
お
こ
な
わ
れ
た
主
要
都
市
ソ
ウ
ル
（
龍
山
）、
平
壌
、
義

州
地
域
の
兵
営
敷
地
」、
④
「
統
監
府
の
伊
藤
博
文
と
日
本
海
軍
の
協
力
の
下

で
な
さ
れ
た
鎮
海
湾
、
永
興
湾
の
軍
港
化
の
た
め
の
軍
用
地
」
で
あ
る
。
ソ
ン

は
①
に
つ
い
て
は
本
文
中
で
簡
単
に
言
及
し
、
②
に
つ
い
て
は
鄭
在
貞
等
の
研

究
を
あ
げ
て
い

9

）

）る
。
そ
し
て
、
ソ
ン
自
身
は
こ
の
論
文
で
③
を
主
要
な
研
究
対

象
と
し
て
い

10

）

）る
。
た
だ
、
④
に
つ
い
て
は
研
究
が
な
い
と
し
て
い
る
。
ソ
ン
の

区
分
に
従
え
ば
本
稿
は
④
の
一
つ
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
分
類
に

は
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
ソ
ン
は
④
を
統
監
府
と
日
本
海
軍
が
協
力
し
て
実
施

し
た
と
す
る
が
、
両
地
域
の
収
用
は
日
露
戦
争
中
に
開
始
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

時
点
で
統
監
府
は
存
在
し
な

11

）

）い
。
こ
の
よ
う
に
実
態
が
未
解
明
の
ま
ま
分
類
さ

れ
て
お
り
、
ま
ず
は
基
礎
的
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
開
戦
直
後
に
開
始

さ
れ
た
鎮
海
湾
の
軍
事
基
地
建
設
（
日
本
海
海
戦
等
で
日
本
海
軍
の
出
撃
拠
点

と
な
る
）
に
つ
い
て
は
、
竹
国
友
康
の
研
究
が
あ

12

）

）る
。
今
後
本
格
的
な
検
討
が

必
要
で
あ
る
が
、
同
湾
に
お
け
る
土
地
収
奪
と
軍
事
基
地
建
設
の
過
程
を
追
っ

た
上
で
、
植
民
地
期
の
鎮
海
の
動
向
ま
で
広
く
扱
っ
て
お
り
注
目
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
趙
や
ソ
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
が
一
連
の
土
地
収
用
の
根

拠
と
し
た
の
は
一
九
〇
四
年
二
月
二
三
日
に
韓
国
に
強
要
し
た「
日
韓
議
定
書
」

で
あ
る
。
こ
の
第
四
条
は
日
本
が
「
軍
略
上
必
要
ノ
地
点
ヲ
臨
機
収
用
ス
ル
コ

ト
ヲ
得
ル
事
」
と
規
定
す
る
。
永
興
湾
の
収
用
で
も
こ
れ
が
根
拠
と
さ
れ
た
。

　

本
稿
で
は
、
主
と
し
て
地
方
官
等
の
報
告
が
収
録
さ
れ
た
『
各
司
謄
録
』
と

と
も
に
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
史
料
を
利
用
し
た
（
多
く
は
ア
ジ
ア
歴
史
資
料

セ
ン
タ
ー
よ
り
閲
覧
）。
後
者
の
中
で
は
「
自
明
治
三
九
年
至
同
四
五
年　

鎮

海
永
興
関
係
書
類
」
を
多
用
し
た
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
同
史
料
の
出
典
は
註

13
に
示
し
た
丸
数
字
（
各
史
料
に
①
〜
⑥
を
割
り
振
っ
た
）
及
び
画
像
番
号
を

（　

）
内
に
記
す
こ
と
と
す

13

）

）る
。
な
お
、
史
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
適
宜

新
字
体
に
改
め
、
句
読
点
等
を
補
っ
た
。

　

本
稿
の
構
成
を
述
べ
れ
ば
、
一
で
は
日
露
戦
争
の
戦
局
と
関
連
づ
け
て
、
永

興
湾
の
軍
事
基
地
建
設
の
目
的
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
検
討
す

る
。
二
で
は
日
本
陸
海
軍
・
外
務
省
が
連
携
し
て
軍
事
基
地
建
設
に
向
け
て
動

い
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
土
地
の
占
拠
・
工
事
の
展
開
過
程
を
朝
鮮

側
史
料
を
中
心
と
し
て
描
き
出
す
。
三
で
は
日
本
が
土
地
を
正
式
に
収
用
し
て

い
く
過
程
を
論
じ
る
。
四
で
は
軍
事
基
地
の
周
辺
に
住
み
続
け
た
住
民
と
日
本

軍
の
間
に
あ
っ
た
矛
盾
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。

13-10-028　本文.indd   3113-10-028　本文.indd   31 2013/11/12   13:23:222013/11/12   13:23:22



日露戦争以降の朝鮮における軍事基地建設と地域　加藤　圭木

－ 32 －

一
、
永
興
湾
に
お
け
る
軍
事
基
地
建
設
の
目
的

　
『
朝
鮮
駐
箚
軍
歴
史
』
は
、「
同
〔
明
治
〕
三
十
八
年
一
月
大
本
営
ハ
作
戦
ノ

進
捗
ニ
伴
ヒ
北
韓
軍
ノ
背
後
ヲ
確
実
ニ
掩
護
ス
ル
為
永
興
湾
ニ
防
御
設
備
ヲ
施

サ
シ
メ
ム
ト
欲
」
し
た
と
し
て
い

14

）

）る
。

　

ま
た
、大
本
営
「
永
興
湾
要
塞
防
御
要
領
書
」（
一
九
〇
五
年
四
月
）
は
、「
永

興
湾
防
御
ノ
目
的
ハ
、
海
上
ヨ
リ
ス
ル
敵
ノ
攻
撃
動
作
ニ
対
シ
、
元
山
居
留
地

及
湾
内
一
帯
ノ
海
面
ヲ
掩
護
シ
我
陸
海
両
軍
ヲ
シ
テ
本
湾
ノ
利
用
ヲ
容
易
ナ
ラ

シ
ム
ル
ニ
在
リ
。
之
カ
為
メ
所
要
ノ
堡
塁
砲
台
ヲ
築
設
ス
」
と
述
べ
て
い

15
）

）る
。

「
敵
」、
つ
ま
り
ロ
シ
ア
艦
隊
へ
の
対
抗
上
か
ら
、
永
興
湾
を
「
防
御
」
す
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
後
に
編
纂
さ
れ
た
海
軍
軍
令
部
『
明
治

三
十
七
八
年
海
戦
史
』
は
、
永
興
湾
の
軍
事
基
地
建
設
の
経
緯
に
つ
い
て
、「
明

治
三
十
七
年
中
元
山
方
面
ニ
ハ
陸
上
固
定
防
御
ナ
ク
、
唯
若
干
ノ
陸
兵
駐
屯
セ

ル
ノ
ミ
ナ
リ
シ
ヲ
以
テ
、
其
ノ
浦
塩
斯
徳
艦
隊
ノ
来
襲
ヲ
受
ケ
シ
際
ノ
如
キ
、

或
ハ
居
留
地
ヲ
砲
撃
セ
ラ
レ
或
ハ
船
舶
ヲ
撃
沈
セ
ラ
ル
ヽ
等
、
全
ク
敵
ノ
攻
撃

ニ
委
ヌ
ル
ノ
外
ナ
カ
リ
シ
カ
、
三
十
八
年
ニ
至
リ
海
軍
ニ
テ
ハ
永
興
湾
方
面
ニ

防
備
隊
ヲ
設
置
シ
、
之
ト
同
時
ニ
陸
軍
ニ
テ
モ
其
ノ
地
ニ
築
城
ス
ヘ
キ
ニ
決
定

シ
…

16

）

）…
」
と
述
べ
る
。
ま
ず
、
一
九
〇
四
年
の
時
点
で
「
陸
兵
」
が
駐
屯
し
て

い
た
と
あ
る
の
は
、
一
八
九
六
年
の
「
小
村
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
協
定
」
に
お
い
て
、

日
本
人
居
留
地
の
保
護
を
目
的
と
し
て
元
山
に
日
本
の
一
中
隊
を
置
く
こ
と
が

決
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

17

）

）る
。
次
に
「
浦
塩
斯
徳
艦
隊
ノ
来
襲
」
と

は
、
一
九
〇
四
年
四
月
に
元
山
港
に
停
泊
し
て
い
た
船
舶
を
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク

艦
隊
に
撃
沈
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
六
月
に
も
同
艦
隊
に
よ
っ
て
同
港
内
の
船
舶

が
撃
沈
さ
れ
居
留
地
が
砲
撃
さ
れ
た
こ
と
を
指
し
て
い

18

）

）る
。
朝
鮮
東
北
部
は
日

露
の
主
た
る
戦
場
で
は
な
か
っ
た
が
、
日
本
に
と
っ
て
同
地
の
動
向
は
完
全
に

無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
海
軍
は
、
一
九
〇
四
年
八
月
の
蔚
山

沖
海
戦
に
お
い
て
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
艦
隊
を
破
っ
て
い
た
も
の
の
、
一
九
〇
五

年
五
月
の
日
本
海
海
戦
以
前
に
お
い
て
は
、
日
本
海
の
制
海
権
を
完
全
に
確
保

し
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
ロ
シ
ア
艦
隊
か
ら
の
攻
撃
を
受
け
る
中
で
、「
唯

若
干
ノ
陸
兵
」
の
み
で
は
不
十
分
と
さ
れ
、
永
興
湾
の
軍
事
基
地
が
必
要
と
さ

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
一
九
〇
四
年
夏
か
ら
永
興
湾
の
軍
事
基
地
建
設
が
開
始
さ
れ
る

一
九
〇
五
年
一
月
頃
ま
で
の
東
北
部
に
お
け
る
日
露
の
戦
闘
の
推
移
を
確
認
し

て
お
こ
う
。
前
述
の
通
り
、
東
北
部
に
は
戦
争
当
初
に
ロ
シ
ア
軍
が
南
下
し
て

い
た
が
、
一
九
〇
四
年
夏
以
降
、
日
本
軍
は
北
上
を
遂
げ
た
。
た
だ
し
、
日
本

の
優
勢
が
確
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
東
北
部
は
日
露
の
交
戦
地

で
あ
っ
た
。
韓
国
駐
箚
軍
司
令
官
長
谷
川
好
道
は
、
一
一
月
二
九
日
に
ソ
ウ
ル

に
て
、
咸
鏡
道
諸
隊
隊
長
の
池
田
正
介
に
対
し
て
、
咸
興
を
最
前
線
と
し
て
防

御
を
強
化
し
な
が
ら
も
、
ロ
シ
ア
軍
の
動
向
に
よ
り
元
山
へ
と
撤
退
す
る
こ
と

も
想
定
し
、
元
山
だ
け
は
死
守
せ
よ
と
訓
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
陣

地
等
の
工
事
を
す
る
よ
う
に
と
指
示
し

19

）

）た
。
東
北
部
に
お
け
る
日
露
の
戦
闘
を

進
め
る
上
で
、
元
山
付
近
だ
け
は
確
実
に
確
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
以
後
、
日
本
軍
は
ロ
シ
ア
軍
の
動
向
を
み
な
が
ら
、
徐
々
に
北
上

す
る
作
戦
を
と
っ
た
が
、
元
山
の
重
要
性
は
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
一
九
〇
五
年
一
月
頃
よ
り
永
興
湾
の
軍
事

基
地
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
一
九
〇
五
年
四
月
一
六
日
、
海
軍
軍
令
部
長
伊
東
祐
亨
は
永
興
湾

防
備
隊
司
令
酒
井
忠
利
に
対
し
て
、
日
本
内
地
に
あ
る
後
備
第
二
師
団
を
元
山

よ
り
上
陸
さ
せ
る
予
定
だ
と
の
電
報
を
送
っ
て
い

20

）

）る
。
そ
し
て
、
実
際
に
四
月

末
か
ら
五
月
に
か
け
て
後
備
第
二
師
団
の
残
部
を
朝
鮮
へ
と
渡
ら
せ

21

）

）た
。
朝
鮮

東
北
部
で
ロ
シ
ア
と
の
戦
闘
を
進
め
る
際
の
上
陸
拠
点
と
し
て
、
永
興
湾
の
確

保
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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二
、
永
興
湾
に
お
け
る
軍
事
基
地
建
設
の
開
始

（
一
）
軍
事
基
地
建
設
に
向
け
た
動
き

　

一
九
〇
五
年
初
頭
よ
り
、
日
本
は
永
興
湾
に
お
け
る
軍
事
基
地
建
設
を
本
格

的
に
開
始
し
た
。
ま
ず
、日
本
海
軍
は
一
月
八
日
に
、「
伊
東
海
軍
々
令
部
長
ハ
、

山
本
海
軍
大
臣
ト
商
議
シ
、
浦
塩
方
面
作
戦
ノ
機
ニ
臨
ミ
、
松
田

21

）

）湾
、
元
山
津

ヲ
根
拠
地
タ
ラ
シ
ム
ル
目
的
ヲ
以
テ
、
松
田
湾
ニ
防
備
隊
ヲ
置
キ
、
同
湾
ノ
防

備
ニ
充
テ
ン
コ
ト
ヲ
画
策
シ
、
同
月
永
興
湾
、
松
田
湾
、
水
雷
防
御
予
定
計
画
」

を
策
定
し

23

）

）た
。

　
「
水
雷
防
御
予
定
計
画
」
の
策
定
の
動
き
と
連
動
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
元
山
領
事
館
に
出
張
し
て
い
た
海
軍
中
佐
土
山
哲

24

）

）三
は
、
海
軍
次
官
斎

藤
実
に
対
し
て
、
一
月
一
一
日
付
で
永
興
湾
付
近
の
調
査
を
踏
ま
え
て
、
次
の

よ
う
な
電
報
を
送
っ
た
。

　

 

松
田
湾
北
九
味
ニ
最
モ
善
良
ナ
ル
清
水
ノ
湧
出
ス
ル
ト
コ
ロ
ア
リ
。〔
中
略
〕

本
邦
人
ニ
シ
テ
此
ノ
水
源
地
及
附
近
ノ
土
地
ヲ
買
収
セ
ン
ト
運
動
シ
ツ
ヽ
ア

リ
。
目
下
領
事
ノ
手
ニ
テ
押
ヘ
ア
リ
。
右
ハ
将
来
我
海
軍
ニ
於
テ
最
モ
必
要

ナ
リ
ト
思
考
ス
。
日
韓
協

25

）

）約
ニ
基
キ
此
ノ
際
其
ノ
水
源
地
及
附
近
一
帯
ノ
土

地
ヲ
収
用
相
成
テ
ハ
如
何
。
其
ノ
費
用
三
百
円
以
内
ニ
テ
足
ル
ト
ノ
コ
ト
ナ

リ

　
（
③
、
四
二
画
像
目
、
以
下
、
画
像
番
号
は
数
字
の
み
を
記
す
こ
と
と
す
る
）。

　

日
本
海
軍
の
水
源
地
と
し
て
北
九
味
を
あ
げ
、
土
地
収
用
の
必
要
性
を
述
べ

て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
土
地
を
買
収
し
よ
う
と
す
る
日
本
人
の
動
き
を
押
さ

え
る
と
い
っ
た
形
で
、
元
山
領
事
館
側
が
動
い
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
斎
藤
は
、
こ
れ
ら
の
土
地
を
領
事
館
側
と
協
議
の
上
で
日

本
海
軍
に
帰
す
る
よ
う
に
せ
よ
と
返
答
し
た
（
③
、
四
十
〜
四
一
）。

　

一
月
一
四
日
、
斎
藤
は
土
山
に
対
し
て
、
日
本
海
軍
に
お
い
て
は
永
興
湾
に

お
け
る
土
地
収
用
の
必
要
性
を
認
め
て
い
る
が
、「
作
戦
ノ
関
係
上
、
今
日
ニ

於
テ
之
ヲ
発
表
シ
難
ク
、
防
備
着
手
ノ
際
迄
秘
密
ニ
保
有
シ
、
時
機
ヲ
見
テ
咄

嗟
ノ
間
ニ
買
収
ス
ル
見
込
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
③
、
二
四
）。
ロ
シ
ア

と
の
戦
局
が
依
然
と
し
て
不
透
明
な
中
で
、
秘
密
裏
に
保
有
を
進
め
て
、
タ
イ

ミ
ン
グ
を
み
て
買
収
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
こ
の
通
り
に

事
は
進
め
ら
れ
た
。

　

同
じ
く
一
月
一
四
日
、
日
本
陸
軍
参
謀
総
長
山
県
有
朋
は
韓
国
駐
箚
軍
司
令

官
長
谷
川
に
対
し
て
、
在
韓
日
本
公
使
林
権
助
と
協
議
し
た
上
で
永
興
湾
附
近

の
土
地
の
所
有
権
の
移
動
を
禁
ず
る
よ
う
に
訓
令
し
た
（
た
だ
し
元
山
開
港
地

附
近
の
土
地
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
と
し

26

）

）た
）。
こ
の
禁
令
は
内
容
か
ら
い
っ

て
も
、
土
地
を
買
収
し
よ
う
と
す
る
日
本
人
の
動
き
を
、
日
本
海
軍
お
よ
び
元

山
領
事
館
側
が
警
戒
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
出
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、

元
山
現
地
と
参
謀
本
部
の
間
に
も
連
携
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
な
お
、
禁
令

を
施
行
す
る
旨
は
一
月
二
四
日
に
林
か
ら
韓
国
外
部
大
臣
李
夏
栄
に
対
し
て
通

告
さ
れ

27

）

）た
。

　

次
い
で
一
九
〇
五
年
一
月
三
〇
日
に
参
謀
本
部
は
韓
国
駐
箚
軍
に
対
し
て
、

第
三
臨
時
築
城
団
を
松
田
湾
へ
と
派
遣
す
る
と
通
知
し

28

）

）た
。
す
で
に
一
九
〇
四

年
八
月
二
日
、
日
本
陸
軍
は
第
三
臨
時
築
城
団
を
編
成
し
、
鎮
海
湾
の
「
海
岸

防
御
工
事
」に
従
事
さ
せ
て
い
た
が
、一
九
〇
五
年
一
月
一
七
日
の
段
階
で
、「
第

三
臨
時
築
城
団
ノ
任
務
タ
ル
鎮
海
湾
防
御
臨
時
施
設
工
事
略
竣
工
ノ
趣
」
と

な
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
同
団
の
松
田
湾
へ
の
派
遣
の
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
29

）

）る
。
第
三
臨
時
築
城
団
が
ど
の
よ
う
に
軍
事
基
地
を
建
設
し
た
の
か
は
、
次

項
で
詳
細
に
検
討
す
る
。

　

以
上
の
如
く
、
日
本
の
陸
海
軍
、
外
務
省
は
連
携
し
、
一
月
よ
り
永
興
湾
の

土
地
確
保
、
軍
事
基
地
建
設
に
向
け
て
動
き
始
め
て
い
た
。
一
月
初
旬
に
、
こ

れ
ら
の
各
機
関
の
間
で
こ
の
件
に
つ
い
て
何
ら
か
の
協
議
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
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る
。
た
だ
し
、
こ
の
段
階
で
は
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
買
収

自
体
は
公
に
せ
ず
、
秘
密
裏
に
保
有
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
二
）
日
本
陸
軍
に
よ
る
軍
事
基
地
建
設
の
開
始

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
日
本
陸
軍
省
は
永
興
湾
の
「
防
御
」
の
た
め
に
土
地
を

占
拠
す
る
必
要
性
を
認
め
て
、
韓
国
駐
箚
軍
司
令
官
長
谷
川
に
訓
令
し
、
工
事

を
開
始
し
た
（
②
、
二
四
）。
こ
の
こ
と
は
韓
国
政
府
に
通
知
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

ま
ず
、
一
月
末
に
永
興
湾
へ
の
派
遣
が
決
ま
っ
た
日
本
陸
軍
の
第
三
臨
時
築

城
団
は
、二
月
に
入
っ
て
か
ら
、土
地
の
占
拠
を
開
始
し
た
。「
陸
軍
ニ
於
テ
ハ
、

第
三
臨
時
築
城
団
長
陸
軍
工
兵
中
佐
松
井
庫
之
介
ヲ
シ
テ
、
松
田
湾
ニ
築
城
セ

シ
ム
ル
目
的
ヲ
以
テ
、
二
月
四
日
同
団
ヲ
率
ヰ
、
隆
盛
丸
ニ
乗
船
シ
テ
、
松
田

湾
ニ
向
テ
鎮
海
湾
ヲ
出
発
セ
シ
メ
」

30

）

）た
。
こ
の
第
三
臨
時
築
城
団
は
、
二
月
六

日
に
永
興
郡
古
寧
社
美
島
西
里
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
里
の
里
首
は
永

興
郡
守
洪
淳
旭
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
報
告
し
た
（『
各
司
謄
録
』
か
ら
の
引

用
は
筆
者
訳
。
ま
た
、
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
注
釈
。
以
下
同
じ
）。

　

 

本
島
は
邑
に
距
る
こ
と
百
有
余
里
の
地
な
り
。
而
る
に
今
月
初
六
日
に
日
本

築
城
団
長
が
軍
百
余
名
を
率
い
て
本
里
に
来
到
し
、
為
先
（
ま
ず
）
幕
（
小

屋
）
数
十
家
を
設
け
、
一
辺
開
基
（
地
な
ら
し
）
治
道
し
、
一
辺
津
頭
（
渡

し
場
）
を
築
石
す
る
に
、
居
民
が
空
然
と
し
て
喫

し
、
棲
屑
（
落
ち
付
か

ず
忙
し
い
さ
ま
）
と
し
て
渙
散

31

）

）す

　

築
城
団
が
百
名
以
上
の
軍
人
を
率
い
て
や
っ
て
き
て
、
小
屋
を
建
て
、
地
な

ら
し
し
て
道
を
整
備
し
、
渡
し
場
を
建
設
す
る
と
、
人
々
は
怯
え
、
混
乱
に
陥

り
、
ち
り
ぢ
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
報
告
を
受
け
た

郡
守
は
、
郷
長
・
書
記
を
派
遣
し
、
状
況
の
確
認
を
図
っ

32

）

）た
。

　

そ
し
て
、
二
月
中
旬
に
は
、
徳
源
郡
縣
社
薪
島
里
に
も
日
本
軍
が
や
っ
て
き

て
、
土
地
を
占
拠
し
た
。
同
里
の
頭
尊
の
尹
貞
淳
等
の
報
告
を
み
て
み
よ
う
。

　

 

乙
巳
正
月
十
一
日
（
新
暦
二
月
一
四
日
）
に
駐
港
日
本
隊
長
が
兵
丁
三
名
と

日
募
軍
九
名
を
率
い
て
本
里
に
来
到
し
、
頭
民
を
招
致
す
る
に
、
即
ち
隊
所

に
往
け
ば
則
ち
隊
長
の
言
の
内
に
、「
此
の
島
内
に
外
艦
の
防
御
の
次
（
た

め
）、
砲
台
基
地
を
経
営
せ
ん
と
す
る
の
で
、
汝
等
此
を
以
て
知
悉
せ
よ
」

と
し
、
里
民
朴
烈
守
の
田
（
畑
）
四
日

33

）

）耕
を
左
右
に
立
標
す
。
厥
の
後
、
陰

十
三
日
（
新
暦
二
月
一
六
日
）
に
日
兵
丁
が
日
募
軍
九
二
名
を
率
い
て
来
到

し
、
各
民
田
及
島
嶼
上
下
治
道
の
次
（
た
め
）、
標
を
定
め
始
役
す
。
而
る

に
日
人
の
住
接
（
一
時
居
住
す
る
こ
と
）
等
の
節
は
、
請
う
所
に
随
い
て
十

家
を
定
給
す
る
と
こ
ろ
、
島
内
の
残
珉
（
損
な
わ
れ
た
民
）
が
此
の
不
意
の

変
に
逢
い
て
一
朝
に
巣
を
失
い
棲
屑
（
落
ち
着
か
ず
忙
し
い
さ
ま
）
す
る
に
、

何
ぞ
以
て
支
保
（
保
護
）
せ
ん

34

）

）や

　

二
月
一
四
日
に
日
本
軍
の
隊
長
が
や
っ
て
き
て
砲
台
を
設
置
す
る
こ
と
を
宣

言
し
、
朴
烈
守
の
畑
に
標
を
立
て
た
上
で
、
一
六
日
か
ら
百
名
近
く
の
人
員
を

引
き
連
れ
て
工
事
を
開
始
し
た
。
し
か
も
日
本
人
の
一
時
居
住
の
た
め
要
求
に

従
い
十
軒
を
提
供
し
た
の
で
、
人
々
は
住
む
所
を
な
く
し
て
混
乱
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
以
上
の
報
告
を
受
け
た
徳
源
郡
守
李
鍾
完
は
、
自
ら
調
査
し
た
が

島
民
の
訴
え
る
と
こ
ろ
と
違
い
は
な
か
っ
た
。そ
こ
で
同
郡
守
は
日
本
軍
の「
兵

站
所
」（
元
山
守
備
隊
の
司
令
部
で
あ
ろ
う
）
を
訪
れ
て
理
由
を
問
う
た
。
日

本
軍
は
「
該
島
内
の
民
家
に
兵
隊
の
住
接
と
田
（
畑
）
と
山
に
標
を
定
め
路
を

開
く
は
、
軍
事
上
の
関
係
で
あ
り
、
亦
た
是
は
外
艦
の
防
御
の
策
で
あ
る
」
と

述
べ
た
と
い
う
。

　

さ
ら
に
、
永
興
郡
古
寧
社
味
島
里
の
尊
位
の
鄭
雲
鳳
等
の
報
告
を
検
討
し
て

み
よ
う
。
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本
里
が
海
隅
に
僻
在
し
、
人
家
が
一
百
二
十
戸
為
（
た
）
り
。
田

は
皆
山

田
瘠
薄
為
（
た
）
り
。
居
民
が
挙
っ
て
皆
柴
商
を
以
て
業
を
為
し
、
如
干
の

漁
業
で
生
涯
し
、
連
ね
て
両
年
大
歉
（
不
作
）
に
値
り
居
半
（
ほ
と
ん
ど
）

渙
散
す
る
中
、
不
意
に
今
月
十
二
日
酉
時
量
に
日
本
大
将
が
兵
丁
百
余
名
を

率
い
て
、本
里
に
来
到
し
、許
多
雑
物
封
を
下
陸
し
、十
七
日
よ
り
為
始
（
開

始
）
し
、
本
里
西
里
に
軍
幕
を
設
置
し
、
家
材
木
を
船
を
以
て
輸
来
し
、
草

幕
十
余
処
新
築
し
た
が
、
日
本
役
夫
一
百
余
名
を
率
来
し
、
本
洞
四
方
に
標

木
を
立
て
、
山
路
を
新
開
し
夜
罔
（
な
）
し
に
修
治
し
、
本
洞
後
山
を
砲
坮

を
設
け
る
を
将
（
も
っ
）
て
、
諸
般
機
械
を
下
陸
し
、
亦
始
役
を
為
し
た
が
、

且
つ
我
国
人
夫
数
千
余
名
が
猝
地
（
に
わ
か
に
）
来
到
し
、
本
里
便
（
す
な

わ
）
ち
人
海
を
作
る
中
、
居
村
愚
珉
（
民
）
が
挙
っ
て
皆
驚

し
、
家
を
棄

て
て
逃
躱
（
逃
亡
）
す
る
こ
と
居
半
で
あ

35

）

）る
。

　

味
島
は
人
家
が
百
戸
以
上
あ
り
、
農
業
は
盛
ん
で
は
な
か
っ
た
が
「
柴
商
」

を
主
業
と
し
漁
業
を
副
業
と
す
る
こ
と
で
生
活
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
。
不
作

が
続
き
困
難
な
状
況
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
上
に
突
如
と
し
て
日
本
軍
が
や
っ
て

き
た
。
二
月
一
二
日
に
日
本
陸
軍
百
余
名
が
来
訪
し
荷
物
を
お
ろ
し
、
一
七
日

か
ら
は
工
事
を
開
始
し
て
「
草
幕
」（
掘
立
小
屋
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
）
を
数

十
個
所
建
設
し
た
。
さ
ら
に
日
本
人
役
夫
百
余
名
が
や
っ
て
き
て
山
に
道
を
通

し
、
夜
通
し
で
作
業
を
し
、
砲
台
の
建
設
を
進
め
た
。
朝
鮮
人
人
夫
数
千
名
も

や
っ
て
く
る
中
で
、
多
く
の
人
々
は
驚
い
て
家
を
捨
て
て
逃
げ
る
し
か
な
か
っ

た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
陸
軍
の
築
城
隊
は
突
如
と
し
て
土
地
を
占
拠
し
、
軍

事
拠
点
の
建
設
を
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
日
本
海
軍
に
つ
い
て
は
史
料

が
少
な
い
の
で
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
述
の
日
本
海
軍
主
導
の
土
地
収
用

政
策
が
本
格
化
す
る
以
前
で
あ
る
一
九
〇
五
年
四
月
一
日
の
元
山
副
領
事
大
木

安
之
助
の
電
報
が
、「
目
下
海
陸
軍
其
各
所
工
事
ニ
着
手
」
し
た
こ
と
を
伝
え

て
い
る
の
で
、
日
本
海
軍
も
ま
た
四
月
ま
で
に
は
工
事
に
着
手
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
（
②
、
三
六
）。

三
、
土
地
収
用
の
展
開

（
一
）
土
地
収
用
政
策
の
策
定―

日
本
海
軍
の
主
導―

　

日
本
陸
海
軍
が
、
秘
密
裏
に
土
地
の
占
拠
を
開
始
し
て
い
た
の
は
、
こ
れ
ま

で
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
一
九
〇
五
年
三
月
以
降
、
日
本
海
軍
が
主
導
し
、

日
本
陸
軍
を
巻
き
込
み
、
土
地
を
正
式
に
収
用
す
る
た
め
の
動
き
が
本
格
化
し

て
い
く
。
こ
の
背
景
に
は
、第
一
に
戦
局
の
進
展
が
あ
る
だ
ろ
う
。
日
本
軍
は
、

依
然
と
し
て
日
本
海
の
制
海
権
を
完
全
に
確
保
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、

徐
々
に
朝
鮮
東
北
部
を
北
上
し
、
前
述
の
如
く
永
興
湾
か
ら
軍
を
上
陸
さ
せ
る

作
戦
も
計
画
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
変
化
が
、
永
興
湾
に
お
け
る
正

式
な
土
地
の
領
有
の
後
押
し
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、
住
民
た

ち
と
の
葛
藤
が
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
〇
五
年
四

月
一
日
に
大
木
は
電
報
に
お
い
て
、
日
本
陸
海
軍
に
よ
る
工
事
が
続
く
中
で
土

地
の
処
分
方
法
に
つ
き「
韓
人
」よ
り
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、「
一

日
モ
早
ク
買
入
ニ
着
手
ス
ル
方
得
策
ナ
ル
ベ
シ
」
と
述
べ
て
い
る
（
②
、

三
六
）。
住
民
は
一
方
的
に
土
地
を
占
拠
さ
れ
補
償
も
何
も
な
い
中
で
不
満
を

強
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
放
置
す
る
の
は
、
安
定
的
な
土
地
の
確
保

の
上
で
問
題
と
の
判
断
で
あ
ろ
う
。

　

一
九
〇
五
年
三
月
一
六
日
、
海
軍
大
臣
山
本
権
兵
衛
は
外
務
大
臣
小
村
寿
太

郎
に
宛
て
、
永
興
湾
内
に
お
い
て
必
要
な
土
地
を
示
し
た
上
で
、「
軍
事
上
ノ

必
要
」
に
よ
っ
て
「
帝
国
政
府
ノ
保
有
ニ
帰
セ
シ
メ
度
」
と
照
会
し
た
。
そ
し

て
、「
在
元
山
帝
国
領
事
ヲ
シ
テ
元
山
防
備
隊
司
令
官
ト
協
定
ノ
上
、
其
ノ
韓

国
民
有
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
買
収
セ
シ
メ
、
官
有
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
貴
省
ニ
於
テ

韓
国
政
府
ヘ
可
然
協
商
ヲ
遂
ケ
ラ
レ
候
様
御
取
計
相
成
度
」と
要
請
し
て
い

36

）

）る
。
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な
お
、
こ
の
照
会
で
は
、
民
有
地
の
買
収
価
格
は
全
部
で
二
万
円
以
内
、
ま

た
家
屋
移
転
料
は
一
間
五
円
以
内
、
墓
地
改
葬
料
は
一
箇
あ
た
り
二
円
以
内
で

済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
通
し
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
山

本
の
照
会
は
、
土
地
の
買
収
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
な
条
件
を
附
す
こ
と
を

提
起
し
て
い
る
。

　

 

…
…
且
右
民
有
地
全
部
買
収
済
ノ
後
ト
雖
ト
モ
、
海
軍
ニ
於
テ
差
向
使
用
上

必
要
ナ
ラ
サ
ル
部
分
ハ
是
迄
通
耕
作
及
雑
草
刈
取
ヲ
許
シ
、
必
要
ノ
場
合
ニ

ハ
何
時
ニ
テ
モ
相
当
ノ
移
転
料
ヲ
支
給
シ
立
退
ヲ
命
シ
土
地
ハ
無
償
ニ
テ
引

揚
ク
ル
条
件
ヲ
附
シ
置
ク
コ
ト
ハ
妨
ケ
無
之
候
…

37

）

）…

　

収
用
後
も
当
面
は
耕
作
等
を
許
可
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
地
の
収
用
を
容

易
に
進
め
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
耕
作
等
の
許
可
は
、
何
時
で
も

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
条
件
が
実
際
に
ど
の

よ
う
に
適
用
さ
れ
た
の
か
は
、
後
述
す
る
。
な
お
、
別
史
料
で
は
、
土
地
収
用

価
格
を
「
格
安
」
に
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
耕
作
を

認
め
る
と
い
う
条
件
を
附
す
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
②
、

三
六
〜
三
七
）。
日
本
海
軍
が
低
廉
な
価
格
で
土
地
を
収
奪
す
る
た
め
に
、
考

え
出
し
た
方
式
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
右
の
照
会
を
し
た
旨
は
、
二
〇
日
に
陸
軍
大
臣
寺
内
正
毅
に
も
通
牒

さ
れ

38

）

）た
。
こ
れ
を
受
け
て
陸
軍
省
は
、
山
県
に
意
見
を
求
め
た
上
で
、
次
の
と

お
り
小
村
に
照
会
し
、
こ
れ
を
山
本
に
も
移
牒
し
た
。

　

 

韓
国
永
興
湾
内
ニ
於
ケ
ル
土
地
収
用
ノ
件
ニ
関
シ
、
海
軍
大
臣
ヨ
リ
貴
大
臣

ヘ
照
会
相
成
候
趣
ニ
有
之
候
処
、
当
省
ニ
於
テ
ハ
同
湾
ノ
防
御
上
別
紙
図
面

〔
図
は
略―

筆
者
〕
点
線
内
ニ
於
テ
必
要
ナ
土
地
ヲ
収
用
ス
ル
予
定
ニ
有
之
、

其
区
域
ハ
既
ニ
韓
国
駐
箚
軍
司
令
官
ヘ
訓
令
シ
必
要
ノ
処
置
ヲ
採
ラ
シ
メ
工

事
ニ
著
手
セ
シ
メ
有
之
候
得
共
、
尚
公
然
韓
国
政
府
へ
照
会
致
候
方
適
当
ト

被
存
候
間
右
線
内
ニ
在
ル
韓
国
政
府
ノ
所
有
ニ
属
ス
ル
土
地
ハ
海
軍
大
臣
照

会
ノ
土
地
同
様
帝
国
政
府
ノ
保
有
ニ
帰
ス
ル
様
取
計
相
成
度
、
此
段
及
照
会

候
39

）

）也

　

陸
軍
省
は
す
で
に
永
興
湾
の
工
事
を
開
始
し
て
い
る
が
、
同
区
域
に
お
い
て

日
本
海
軍
が
土
地
収
用
す
る
な
ら
ば
、
陸
軍
省
と
し
て
も
同
様
に
土
地
収
用
を

し
て
ほ
し
い
と
申
し
出
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
日
本
海
軍
の
主
導
下
、
土
地
を
正
式
に
収
用
す
る
こ

と
の
必
要
性
を
外
務
省
に
提
起
し
、
そ
れ
に
陸
軍
省
が
便
乗
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
な
お
、
日
本
海
軍
は
一
九
〇
五
年
一
一
月
一
八
日
に
も
、
更
に
小
村

に
対
し
て
、
追
加
で
土
地
を
収
用
す
る
必
要
性
を
提
起
し
て
い
る
（
①
、
六
〜

七
）。

（
二
）
土
地
収
用
の
実
態

　

右
で
み
た
よ
う
に
、
日
本
陸
海
軍
は
当
初
秘
密
裏
に
土
地
の
占
拠
を
進
め
、

軍
事
基
地
建
設
を
開
始
し
て
い
た
が
、
三
月
よ
り
そ
れ
を
公
然
化
さ
せ
土
地
の

収
用
に
動
き
始
め
た
。
三
月
に
日
本
海
軍
が
収
用
を
提
起
し
た
土
地
に
つ
い
て

は
、
四
月
上
旬
よ
り
収
用
に
着
手
し
、
七
月
上
旬
ま
で
に
完
了
さ
せ
た
。
ま
た
、

一
一
月
一
八
日
に
必
要
性
が
提
起
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
は
、
一
二
月
下
旬
ま

で
に
全
部
完
了
さ
せ
た
。
収
用
さ
れ
た
土
地
は
、
松
田
半
島
、
葛
麻
半
島
、
虎

島
、
諸
島
嶼
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
私
有
地
に
つ
い
て
は
買
収
交

渉
が
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
官
有
地
は
「
日
韓
議
定
書
ニ
ヨ
リ
全
部

我
用
地
ニ
譲
リ
受
ケ
以
テ
指
示
区
域
内
ノ
土
地
収
用
ヲ
了
」
し
た
（
①
、
七
〜

一
二
）。

　

で
は
、
こ
の
土
地
収
用
の
実
態
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
以
下
よ
り

次
節
に
か
け
て
は
、
永
興
防
備
隊
司
令
の
大
田
原
達
が
、
土
地
収
用
の
あ
り
方
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に
つ
い
て
、後
に
な
っ
て
ま
と
め
た
「
用
地
経
営
ニ
関
ス
ル
意
見
」（
一
九
一
二

年
二
月
、④
の
二
七
〜
六
三
画
像
目
に
所
収
）
を
主
要
史
料
と
し
て
検
討
す
る
。

こ
の
意
見
書
は
、
永
興
の
日
本
海
軍
用
地
の
管
理
収
益
権
が
、
朝
鮮
総
督
府
に

移
管
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
史
料
に

は
、永
興
防
備
隊
主
計
長
と
し
て
勤
務
（
一
九
〇
九
年
一
一
月
〜
一
一
年
四
月
）

し
た
横
見
大
が
閲
読
し
た
上
で
、
附
箋
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
彼
の
意
見

が
示
さ
れ
て
い
る
（
④
、
二
五
〜
二
六
）。
大
田
原
の
意
見
は
、
か
つ
て
の
日

本
海
軍
の
行
為
を
批
判
的
に
記
述
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
誤
解
の
な
い
よ
う

に
述
べ
れ
ば
、
大
田
原
は
よ
り
効
率
的
に
支
配
す
る
た
め
に
過
去
の
政
策
を
批

判
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
植
民
地
支
配
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
立
場
で
は
な

い
）。
そ
れ
ゆ
え
に
、
慎
重
を
期
し
て
関
係
者
で
あ
る
横
見
の
コ
メ
ン
ト
を
附

す
措
置
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
は
史
料
の
信
頼
性
を
高
い
も

の
に
し
て
い
る
。
両
者
の
意
見
を
比
較
し
な
が
ら
、
当
時
の
様
子
を
復
元
し
て

い
き
た
い
。
ま
た
、
収
用
当
時
の
史
料
も
併
せ
て
利
用
す
る
。

　

ま
ず
、
大
田
原
は
土
地
収
用
当
時
の
様
子
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

　

 

…
…
買
収
ノ
局
ニ
当
リ
シ
ハ
、
当
港
ノ
元
山
領
事
ニ
シ
テ
、
仝
領
事
ハ
買
収

後
ニ
於
テ
モ
海
軍
官
衙
ニ
支
障
ナ
キ
個
所
ハ
、
依
然
ト
シ
テ
田
畑
ノ
耕
作
山

林
雑
木
ノ
伐
採
ヲ
許
ス
ノ
条
件
ヲ
附
シ
、
極
メ
テ
安
価
、
即
チ
当
時
ノ
実
価

ノ
約
二
分
ノ
一
ヲ
以
テ
買
収
価
格
ト
定
メ
、
尚
其
価
格
ノ
六
分
ノ
一
ヲ
仕
払

ヒ
買
収
ヲ
了
セ
リ
。
其
條
件
ハ
証
憑
書
類
ノ
今
日
ニ
残
存
ス
ル
モ
ノ
ナ
シ
ト

雖
ト
モ
、
当
時
斯
カ
ル
口
約
ヲ
ナ
セ
ル
事
ハ
、
当
時
ヨ
リ
本
隊
ニ
在
勤
セ
ル

者
モ
記
憶
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
殆
ン
ト
疑
ヲ
容
ル
ヽ
ノ
余
地
ナ
キ
ニ
似
タ
リ

（
④
、
二
八
〜
二
九
）。

　

土
地
の
収
用
後
に
お
い
て
も
耕
作
を
許
可
す
る
と
の
条
件
を
附
し
、
そ
れ
に

よ
り
安
価
で
土
地
を
買
収
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
こ
の
条
件
は
、
前
掲

の
日
本
海
軍
史
料
で
提
起
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
実
際
に
附
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
条
件
を
め
ぐ
っ
て
は
、
一
九
〇
五
年
一
月
に
住
民

と
の
間
で
結
ぶ
べ
き
誓
約
書
の
案
が
、
元
山
領
事
館
出
張
中
の
日
本
海
軍
中
佐

の
土
山
（
前
述
）
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
土
山
は
、「
収
用
地
内
之
住

民
ニ
当
分
従
来
之
通
リ
居
住
及
耕
作
ヲ
許
シ
置
ク
コ
ト
ニ
就
テ
ハ
過
日
電
請
シ

御
許
可
ヲ
得
タ
ル
ニ
付
」、
住
民
に
誓
約
書
を
書
か
せ
る
つ
も
り
だ
と
述
べ
て

い
る
（
③
、
五
九
）。
土
山
作
成
の
誓
約
書
案
の
内
容
は
、
日
本
海
軍
用
地
内

へ
の
居
住
を
「
許
可
」
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
必
要
之
場
合
」
に
は
「
立
退
」

を
命
じ
る
（
但
し
「
相
当
之
移
転
料
」
を
支
払
う
）、
ま
た
日
本
海
軍
用
地
内

の
耕
地
に
つ
い
て
も「
御
下
命
次
第
何
時
ニ
テ
返
地
」す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、「
禁
令
」
と
し
て
「
一　

用
地
内
之
土
地
ヲ
堀
鑿
シ
又
ハ
開
墾
ス

ヘ
カ
ラ
ス
／
二　

用
地
内
ニ
埋
葬
ス
ヘ
カ
ラ
ス
／
三　

用
地
内
ニ
家
屋
其
他
建

物
ノ
新
築
并
ニ
在
来
ノ
家
屋
其
他
建
物
ニ
シ
テ
火
災
又
ハ
其
他
ノ
事
故
ニ
依
リ

焼
失
若
ク
ハ
頽
廃
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
再
築
ヲ
許
サ
ス
／
四　

用
地
内
ノ
樹
木
ヲ
伐

採
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
を
示
し
、「
堅
ク
遵
奉
可
致
候
。
若
シ
万
一
違
背
候
節
ハ
相

当
之
御
処
分
可
相
受
候
」（
③
、
六
四
〜
六
五
）
と
し
た
。
こ
の
誓
約
書
を
現

地
住
民
に
実
際
に
書
か
せ
た
の
か
ど
う
か
は
、史
料
が
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
。

大
田
原
の
意
見
書
で
は
、
特
に
文
書
は
な
く
口
約
束
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

さ
れ
て
い
る
が
、
誓
約
書
が
作
成
さ
れ
た
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
い
つ
で
も
退
去
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
約
束
さ
せ
た
こ
と
は

間
違
い
な
く
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
禁
令
の
内
容
も
強
制
さ
れ
た
可
能
性
が
き
わ

め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る
（
後
述
の
よ
う
に
、
樹
木
の
伐
採
に
つ
い
て
は
、
別

途
禁
令
が
し
か
れ
る
）。

　

こ
う
し
た
条
件
は
不
当
で
あ
る
が
、
す
で
に
日
本
軍
に
よ
る
土
地
の
収
奪
を

受
け
、
耕
作
不
能
や
離
散
を
迫
ら
れ
て
い
た
同
地
の
人
々
は
、
不
本
意
だ
と
し

て
も
、
当
面
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
飲
ま
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
た
の
で
は
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な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
条
件
の
下
、
安
価
で
収
用
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
前
掲

史
料
が
価
格
に
つ
い
て
「
実
価
ノ
約
二
分
ノ
一
ヲ
以
テ
買
収
価
格
ト
定
メ
、
尚

其
価
格
ノ
六
分
ノ
一
ヲ
仕
払
ヒ
買
収
ヲ
了
セ
リ
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
は
す
で

に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。「
実
価
」
の
設
定
が
、
実
際
の
価
格
の
二
分
の
一
に

過
ぎ
な
か
っ
た
と
な
れ
ば
、
実
態
と
し
て
は
一
二
分
の
一
し
か
受
け
取
れ
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、
収
用
価
格
に
つ
い
て
、
横
見
は
「
海
軍
用
地
編
入
ノ
区
域
ハ
主
ト
シ

テ
旧
韓
国
国
有
地
ニ
シ
テ
買
収
価
格
ト
言
フ
モ
ノ
ハ
右
国
有
地
ノ
小
作
人
ニ
仕

払
ヒ
タ
ル
賠
償
価
格
ナ
リ
。
尚
此
価
格
ハ
私
有
地
ノ
売
買
ノ
六
分
ノ
一
ナ
リ
シ

ト
記
臆マ
マ

ス
」
と
述
べ
て
い
る
。
土
地
買
収
に
あ
た
っ
て
支
払
わ
れ
た
金
額
で
は

な
く
、
国
有
地
の
小
作
人
に
対
し
て
支
払
っ
た
額
で
あ
り
、
私
有
地
の
買
収
価

格
の
六
分
の
一
程
度
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
本
当
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
日
本
海
軍
は
小
作
人
と
い
う
弱
い
立
場
を
利
用
し
て
、
土
地
の
収

用
を
有
利
に
進
め
た
こ
と
に
な
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
耕
作
を
し
て
い
た
人
々
に
渡
っ
た
金
額
は
極
め
て
少
額
で

あ
っ
た
。
な
お
、
一
九
〇
五
年
三
月
の
記
録
で
は
な
い
が
、
八
月
頃
の
追
加
収

用
の
価
格
に
関
し
て
は
「
標
準
価
格
」
の
六
分
の
一
の
金
額
（
ご
く
一
部
の
み

三
分
の
一
）
を
支
払
っ
た
と
の
記
録
が
あ
る
こ
と
を
、
附
言
し
て
お
き
た

40

）

）い
。

　

ま
た
、
日
本
海
軍
は
一
九
〇
八
年
末
の
時
点
で
、
永
興
湾
に
お
け
る
日
本
海

軍
用
地
に
つ
い
て「
戦
時
中
ノ
買
収
ニ
係
リ
其
坪
数
及
土
地
等
級
区
分
等
不
明
」

と
述
べ
て
い
る
（
⑥
、
十
九
）。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
収
用
に
あ
た
っ
て
土
地

に
適
切
な
対
価
が
支
払
わ
れ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

四
、
住
民
と
日
本
軍
の
葛
藤

　

日
本
軍
の
軍
事
基
地
建
設
に
伴
い
、
人
々
は
離
散
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

一
九
〇
五
年
一
〇
月
、
永
興
郡
守
は
日
本
軍
に
よ
る
被
害
状
況
を
観
察
使
に
報

告
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
軍
事
基
地
建
設
の
中
心
と
な
っ
た
永
興
郡
の

美
島
三
里
で
は
元
々
一
二
一
戸
が
あ
っ
た
が
、
八
六
戸
が
離
散
し
、
現
存
は

三
五
戸
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
道
路
が
建
設
さ
れ
た
同
郡
の
元
平
里
で
は
八
二

戸
中
七
六
戸
が
離
散
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
六
戸
の
み
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
な

お
、
そ
れ
以
外
の
里
に
お
い
て
は
戸
数
の
減
少
だ
け
は
免
れ
た
よ
う
で
あ

41

）

）る
。

軍
事
基
地
建
設
は
地
域
の
住
民
の
大
半
を
追
い
出
す
ほ
ど
に
強
権
的
に
進
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
移
転
命
令
を
受
け
な
が
ら
も
、
移
転
を
せ
ず
に
継
続
し
て
暮

ら
し
て
い
る
人
々
も
い
た
。

　

 

先
年
当
隊
〔
元
山
防
備
隊
〕
附
近
ノ
韓
民
ニ
移
転
料
ヲ
与
ヘ
テ
、
今
猶
住
居

ヲ
継
続
ス
ル
モ
ノ
三
十
七
戸
ア
リ
。
彼
等
祖
先
憤マ
マ

墓
ノ
地
ヲ
去
ル
ヲ
好
マ
サ

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
他
ノ
地
方
ニ
移
転
ス
レ
ハ
当
分
生
活
ニ
困
難
ヲ
感
ス
ル
カ

故
ニ
、
何
レ
モ
在
住
ノ
継
続
ヲ
希
望
ス
（
⑤
、
四
九
）

　

日
本
海
軍
は
、
継
続
の
居
住
に
は
支
障
が
な
く
、
ま
た
彼
等
を
人
夫
と
し
て

利
用
す
る
の
に
好
都
合
だ
と
し
て
、居
住
を
容
認
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
人
々
か
ら
「
移
転
料
」
を
返
納
さ
せ
「
買
収
漏
レ
」
の
土
地
の
費
用

を
こ
れ
に
あ
て
る
と
の
方
針
を
と
っ
た
。
住
民
は
、
猶
予
を
求
め
た
上
で
、「
移

転
料
」
を
返
納
す
る
こ
と
を
誓
い
、永
住
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
と
い
う
（
⑤
、

四
九
〜
五
〇
）。現
実
的
に
移
住
す
る
受
け
入
れ
先
や
そ
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
同
時
に
住
民
の
自
ら

の
土
地
に
在
住
を
続
け
た
い
と
い
う
強
い
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
だ
し
、
日
本
海
軍
用
地
内
で
居
住
を
続
け
る
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
な
こ

と
で
は
な
か
っ
た
。
朝
鮮
で
は
暖
房
用
の
燃
料
と
し
て
樹
木
を
利
用
す
る
が
、

一
九
〇
八
年
一
月
に
は
永
興
防
備
隊
司
令
坂
本
重
国
は
、
従
来
伐
採
の
禁
止
に
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関
し
て
示
し
て
い
た
事
項
を
改
定
し
、
禁
止
の
「
令
」
を
敷
く
と
「
達
示
」
し

て
い
る
。
従
来
の
禁
止
事
項
は
史
料
が
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、
改
定
の
内

容
が
伐
採
の
許
可
区
域
の
変
更
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
内
容
は
お
お
む
ね
同
様

と
見
て
差
し
支
え
が
な
い
だ
ろ
う
。
改
定
さ
れ
た
「
令
」
の
内
容
を
み
る
と
、

燃
料
の
確
保
の
た
め
に
、「
指
定
区
域
」
を
設
け
て
、
茅
草
お
よ
び
周
囲
七
寸

以
上
に
成
長
し
た
松
樹
の
下
方
の
枝
に
限
っ
て
伐
採
を
認
め
た
が
、
そ
れ
以
外

は
禁
止
し
、
違
反
の
場
合
は
刑
法
に
よ
っ
て
処
分
す
る
か
、
ま
た
は
日
本
海
軍

用
地
よ
り
立
ち
退
き
を
さ
せ
る
と
し
た
（
⑤
、
五
一
〜
五
五
）。
き
わ
め
て
制

限
さ
れ
た
範
囲
で
し
か
伐
採
が
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、
人
々
の
生
活
は
圧
迫
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
。
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、「
立
木
伐
採
ノ
禁
令
ハ
厳
達
シ
ア

ル
ニ
拘
ラ
ス
、
往
々
盗
伐
者
ア
リ
。
偶
々
巡
視
ノ
際
盛
ニ
盗
伐
中
ノ
モ
ノ
ヲ
発

見
シ
タ
ル
タ
メ
、
一
名
ヲ
連
行
シ
松
樹
ニ
縛
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
」（
④
、
五
八
）

と
い
っ
た
よ
う
に
、
厳
し
く
弾
圧
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
日
本
海
軍
用
地
に
お
い
て
当
面
は
居
住
と
耕
作
を
認
め
る
と
い
う

条
件
は
、
全
く
不
十
分
な
措
置
で
あ
る
が
、
そ
れ
す
ら
も
日
本
海
軍
は
踏
み
に

じ
っ
て
い
く
。
居
住
と
耕
作
は
無
償
で
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
〇
九
年
一

月
一
二
日
に
は
そ
れ
を
転
換
し
（
一
九
〇
八
年
頃
か
ら
日
本
海
軍
内
で
は
検
討

さ
れ
て
い
た
）、
訓
令
を
も
っ
て
永
興
湾
の
日
本
海
軍
用
地
の
土
地
の
貸
下
料

を
徴
収
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
鎮
海
湾
の
日
本
海
軍
用
地
で
は
貸
下
料
を

徴
収
し
て
い
る
の
で
、
統
一
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
主
た
る
理
由
だ
っ
た
。
そ

し
て
、
そ
こ
で
決
め
ら
れ
た
一
年
あ
た
り
の
借
地
料
は
、
か
つ
て
日
本
海
軍
が

支
払
っ
た
収
用
価
格
よ
り
も
高
額
だ
っ
た
（
④
、
三
一
〜
三
三
、三
八
）。

　

一
九
〇
九
年
一
二
月
一
日
に
は
、
土
地
の
貸
下
料
の
納
入
告
知
書
が
各
里
村

に
送
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
住
民
た
ち
は
、こ
の
ま
ま
で
は
「
生
活
ノ
途
絶
」

を
も
た
ら
し
「
餓
死
」
し
て
し
ま
う
と
し
て
、「
借
地
人
ト
否
ト
ニ
論
ナ
ク
住

民
一
同
之
ガ
低
減
ノ
運
動
」
に
動
き
出
し
た
。「
各
村
頭
民
及
尊
位
ハ
之
ガ
運

動
委
員
ニ
撰マ
マ

定
セ
ラ
レ
、
寝
食
ヲ
忘
レ
テ
昼
夜
随
所
ニ
会
合
シ
、
鳩
首
其
善
後

ノ
方
案
ヲ
講
究
シ
、
遂
ニ
具
状
書
ヲ
携
ヘ
司
令
ニ
面
会
ヲ
求
メ
テ
親
シ
ク
状
ヲ

具
セ
ン
コ
ト
ニ
決
シ
、有
志
挙
テ
八
十
余
名
袖
ヲ
連
ネ
テ
来
集
」
し
た
と
い
う
。

し
か
し
、
日
本
海
軍
側
は
面
会
に
は
応
じ
ず
、
住
民
を
追
い
払
っ
た
。
住
民
は

一
ヶ
月
余
り
粘
り
強
く
赴
い
た
が
、
状
況
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
住
民
は
、
元

山
理
事
庁
や
警
察
官
署
等
に
も
哀
訴
し
た
が
、
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
（
④
、
五
三
〜
五
六
）。
こ
う
し
た
中
で
つ
い
に
納
期
が
来
て
、
日
本

海
軍
は
徴
税
に
着
手
を
し
た
。
住
民
は
、
次
の
如
き
対
応
を
と
っ
た
。

　

 

彼
等
ハ
固
ク
約
シ
テ
断
然
納
税
セ
サ
ル
コ
ト
ニ
一
決
シ
、
若
シ
所
定
ノ
金
額

ヲ
納
付
ス
ル
モ
ノ
ア
ラ
ハ
、
直
チ
ニ
之
ヲ
撲
殺
シ
テ
首
ヲ
村
里
ニ
梟
セ
ン
コ

ト
ヲ
誓
ヒ
シ
ト
カ
、
斯
カ
ル
有
様
ナ
ル
ヲ
以
テ
素
ヨ
リ
一
文
半
銭
ノ
納
金
者

ア
ル
筈
ナ
ク
〔
中
略
〕
徴
税
者
モ
百
方
策
尽
キ
テ
殆
ト
手
ヲ
下
ス
ノ
途
ヲ
失

ス
（
④
、
五
六
）

　

住
民
は
納
税
を
結
束
し
て
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

納
税
を
す
る
者
を
「
撲
殺
」
す
る
な
ど
と
誓
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
朝
鮮
の

民
乱
に
お
い
て
は
、参
加
し
な
い
者
に
対
し
て
「
罰
銭
」
を
徴
収
す
る
と
か
、「
毀

屋
」
を
行
う
と
い
っ
た
形
で
共
同
体
制
裁
の
論
理
に
基
づ
い
て
参
加
強
制
を
し

た
と
さ
れ

42

）

）る
。
永
興
湾
の
こ
の
事
例
も
、
こ
う
し
た
民
乱
の
伝
統
的
作
法
に
基

づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
撲
殺
」
等
が
い
わ
れ
て
い
る
の
は
尋

常
で
は
な
い
。
日
本
軍
に
よ
る
支
配
と
対
峙
す
る
中
で
、
結
束
を
強
固
に
す
る

た
め
に
、
一
層
強
力
な
制
裁
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
に
住
民
側
が
徴
税
に
抵
抗
す
る
中
で
、日
本
海
軍
は
強
圧
的
手
段
に
出
た
。

　

 

此
ニ
至
テ
断
然
意
ヲ
決
シ
テ
強
圧
手
段
ヲ
執
ル
ノ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
ヲ
覚
リ
、

其
一
着
手
ト
シ
テ
村
内
頭
民
、
里
長
ヲ
縛
シ
テ
村
内
ヲ
引
廻
シ
（
最
後
ニ
元

山
ノ
獄
ニ
投
ス
ル
旨
ヲ
聲
言
シ
ツ
ヽ
）
以
テ
滞
納
者
処
分
ノ
「
モ
デ
ル
」
ヲ
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公
衆
ニ
示
セ
リ
。
妻
女
出
テ
ヽ
号
泣
シ
左
右
ヨ
リ
哀
ヲ
乞
フ
…
…
（
④
、

五
七
）

　

こ
の
史
料
の
続
き
の
部
分
で
は
、
松
樹
に
縛
り
つ
け
て
極
寒
の
中
に
放
置
し

た
と
い
う
話
が
で
て
く
る
。こ
れ
に
つ
い
て
は
、横
見
が
税
金
の
徴
収
に
あ
た
っ

て
は
、
松
樹
に
縛
り
付
け
る
と
い
う
よ
う
な
措
置
は
し
て
お
ら
ず
、
前
述
の
樹

木
伐
採
禁
止
を
め
ぐ
っ
て
お
こ
な
っ
た
措
置
で
あ
っ
た
と
の
コ
メ
ン
ト
を
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
横
見
は
村
内
を
引
き
回
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
否
定
の
コ
メ

ン
ト
を
附
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
箇
所
に
関
し
て
は
事
実
で
あ
っ
た
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
つ
い
に
納
入
の
期
限
を
迎
え
た
。
右
で
見
た
日
本
海
軍
の

強
硬
な
姿
勢
に
よ
り
、
住
民
た
ち
の
態
度
は
変
化
し
は
じ
め
、
資
力
の
あ
る
者

は
た
だ
ち
に
納
入
に
応
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、資
力
の
な
い
も
の
は
、

猶
予
を
求
め
る
し
か
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、数
十
日
の
猶
予
を
得
た
と
こ
ろ
で
、

支
払
え
な
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
日
本
海
軍
は
、
頭
民
、
里

長
そ
の
ほ
か
の
資
力
家
と
認
め
ら
れ
る
者
を
指
定
し
て
、
こ
れ
ら
の
支
払
う
こ

と
が
で
き
な
い
者
に
つ
い
て
、
連
帯
責
任
を
負
わ
せ
た
。
し
か
し
、
つ
い
に
納

金
で
き
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
日
本
海
軍
は
「
最
後
ノ
手
段
」
と
し

て
、「
連
帯
保
証
人
」
の
物
件
を
押
収
す
る
こ
と
に
決
し
、家
宅
に
侵
入
し
て
釜
、

食
器
、
指
輪
等
を
は
じ
め
と
し
て
比
較
的
高
価
な
も
の
か
ら
、
粟
や
稗
等
の
食

料
も
残
ら
ず
押
収
し
た
（
④
、
五
九
〜
六

43

）

）一
）。

　

次
の
史
料
は
大
田
原
に
よ
る
ま
と
め
で
あ
る
。住
民
の
日
本
軍
へ
の
怒
り
は
、

大
田
原
を
し
て
日
本
の
支
配
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
ほ
ど

に
、
強
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

 

斯
ク
テ
四
十
二
年
度
ノ
徴
税
ハ
幾
多
活
劇
ノ
下
ニ
漸
ク
完
結
セ
ル
モ
、
彼
等

ハ
永
ク
本
隊
ヲ
仇
敵
視
シ
、
同
時
ニ
我
帝
国
ノ
仁
政
ヲ
疑
ハ
シ
ム
ル
ニ
至
レ

リ
、又
各
島
嶼
ニ
於
ケ
ル
徴
税
ノ
困
難
ハ
一
層
惨
烈
ヲ
極
メ
タ
リ
…
…
（
④
、

六
一
〜
六
三
）

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
日
露
戦
争
中
よ
り
進
め
ら
れ
た
永
興
湾
に
お
け
る
軍
事
基
地
の
建

設
過
程
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
永
興
湾
の
軍
事
基
地
は
、
日
露
戦
争
に
お
い
て

日
本
軍
が
東
北
部
を
北
上
す
る
際
に
、
そ
の
後
方
を
支
え
る
た
め
に
建
設
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
軍
事
基
地
に
は
、
戦
争
中
に
ロ
シ
ア
艦
隊
の

攻
撃
を
受
け
た
、
元
山
の
防
備
を
確
実
に
す
る
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
で
、
ソ
ン
・
ジ
ヨ
ン
論
文
は
龍
山
・
平
壌
・
義
州
に
お
け
る
永
久
兵
営
用
の

土
地
収
用
に
つ
い
て
、
日
本
海
海
戦
で
日
本
が
勝
利
し
講
和
会
議
が
論
議
さ
れ

た
一
九
〇
五
年
六
月
以
降
に
本
格
的
に
収
用
が
着
手
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の

目
的
は
戦
争
の
遂
行
で
は
な
く
将
来
の
植
民
地
化
に
備
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
と

指
摘
し
て
い

44

）

）る
。
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
永
興
湾
の
軍
事
基
地
は
東
北
部
に
お

け
る
戦
争
遂
行
の
た
め
に
建
設
さ
れ
た
点
が
特
徴
と
い
え
よ
う
。

　

永
興
湾
の
土
地
の
確
保
は
、
日
本
陸
海
軍
と
外
務
省
が
連
携
し
て
進
め
ら
れ

た
。
日
本
は
戦
争
中
で
あ
る
が
故
に
、
秘
密
裏
に
土
地
を
確
保
し
、
タ
イ
ミ
ン

グ
を
見
計
ら
っ
て
正
式
な
収
用
へ
と
切
り
替
え
た
。
な
お
、
土
地
の
面
積
等
は

き
ち
ん
と
把
握
さ
れ
て
お
ら
ず
、
収
用
は
強
権
的
に
実
施
さ
れ
た
。

　

永
興
湾
で
暮
ら
す
人
々
、
特
に
郡
の
中
心
部
か
ら
も
遠
く
離
れ
た
半
島
や

島
々
に
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
、
日
本
軍
に
よ
る
土
地
の
占
拠
は
突
然
の
出
来

事
で
あ
っ
た
。
日
本
軍
は
一
方
的
に
軍
事
基
地
を
建
設
し
、
多
く
の
人
々
が
離

散
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
、
移
動
す
る
手
段
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
も

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、自
ら
の
土
地
に
住
み
続
け
よ
う
と
す
る
住
民
も
い
た
。

そ
う
し
た
住
民
は
安
価
で
土
地
を
引
き
渡
し
た
上
で
、
い
つ
取
り
消
さ
れ
る
か

も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
条
件
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
土
地
で
耕
作
を
し
つ
づ
け
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た
。
日
本
軍
は
森
林
伐
採
の
禁
令
や
、
貸
下
料
の
徴
収
、
強
権
的
な
取
り
締
ま

り
を
お
こ
な
っ
た
の
で
、
生
活
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
住
民
は
自
ら
の
生
活

を
守
る
た
め
に
、
日
本
軍
に
対
し
て
抗
議
し
た
。
抗
議
の
活
動
の
中
で
は
、
民

乱
の
伝
統
と
考
え
ら
れ
る
共
同
体
制
裁
に
よ
る
参
加
強
制
が
み
ら
れ
た
。
し
か

し
、
日
本
軍
に
よ
っ
て
弾
圧
さ
れ
、
住
民
は
さ
ら
に
不
満
を
強
め
て
い
っ
た
。

　

た
だ
、
日
本
軍
と
住
民
の
関
係
は
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
日
本
軍
が
住
民
の
居
住
を
許
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
彼
ら
を

人
夫
と
し
て
使
用
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
生
活
が
厳
し
か
っ
た
か
ら
、
住
民
は

こ
れ
に
応
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
住
民
は
日
本
軍
に
反
感
を
懐

き
な
が
ら
も
、
日
本
軍
か
ら
労
賃
を
得
る
と
い
う
極
め
て
矛
盾
し
た
状
況
に
追

い
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
は
軍
隊
と
地
域
の
関
係
を
考

え
る
上
で
重
要
な
論
点
で
あ
り
、
植
民
地
化
以
降
の
状
況
も
含
め
て
考
察
す
る

必
要
が
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
１
）
鄭
昌
烈
「
露
日
戦
争
に
対
す
る
韓
国
人
の
対
応
」
歴
史
学
会
編
『
露
日
戦
争
前
後
日

本
の
韓
国
侵
略
』
ソ
ウ
ル
・
一
潮
閣
、
一
九
八
四
年
（
朝
鮮
語
）、
趙
景
達
「
日
露
戦
争

と
朝
鮮
」
安
田
浩
・
趙
景
達
編
『
戦
争
の
時
代
と
社
会―

日
露
戦
争
と
現
代―

』
青
木

書
店
、
二
〇
〇
五
年
。

（
２
）
浄
法
寺
朝
美
『
日
本
築
城
史―

近
代
の
沿
岸
築
城
と
要
塞
』
原
書
房
、
一
九
七
一
年
、

二
八
七
頁
の
記
述
に
よ
る
。
た
だ
し
、
大
本
営
「
永
興
湾
要
塞
防
御
要
領
書
」（
千
代
田

資
料
六
二
六―

二
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵
）
の
作
成
時
期
は
一
九
〇
五
年
四
月
で

あ
る
。
な
お
、
戦
時
中
の
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
官
報
に
お
い
て
要
塞
司
令
部
の

設
置
に
関
す
る
記
載
は
な
か
っ
た
。

（
３
）「
第
一
編
防
備
／
第
六
章
前
進
根
拠
地
の
防
備
」JA

CA
R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン

タ
ー
）Ref.C05110105200

、「
極
秘
明
治
三
七
・
八
年
海
戦
史
第
四
部
防
備
及
ひ
運
輸

通
信
巻
二
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）、一
三
〇
画
像
目
。
一
九
〇
七
年
一
〇
月
一
日
に
は
、

永
興
防
備
隊
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
元
山
防
備
隊
を
改
組
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
（「
軍

令
第
一
号　

防
備
隊
條
令
」
大
蔵
省
印
刷
局
『
官
報
』
七
二
七
八
号
、
一
九
〇
七
年

一
〇
月
一
日
、
二
頁
）。

（
４
）『
朝
鮮
駐
箚
軍
歴
史
』（
金
正
明
編
『
日
韓
外
交
資
料
集
成
』
別
冊
一
、
巖
南
堂
書
店
、

一
九
六
七
年
所
収
）
一
八
八
〜
一
九
〇
頁
。

（
５
）「
自
明
治
三
九
年
同
至
四
五
年　

鎮
海
永
興
関
係
書
類　

四
（
二
）」JA

CA
R:

C08020170200

、
大
正
元
年　

公
文
備
考　

土
木　

二
九　

鎮
海
永
興
関
係
書
類　

四

　

巻
一
二
一
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）
二
六
〜
二
七
画
像
目
。

（
６
）
大
韓
帝
国
『
官
報
』
一
九
〇
六
年
八
月
二
七
日
。

（
７
）「
御
署
名
原
本
・
明
治
四
十
三
年
・
勅
令
第
四
百
五
十
四
号
・
朝
鮮
咸
鏡
南
道
永
興
ヲ

要
港
ト
為
シ
其
境
域
ヲ
定
ム
ル
件
」、JA

CA
R:A
03020876700

、
御
署
名
原
本
・
明
治

四
十
三
年
・
勅
令
第
四
百
五
十
四
号
・
朝
鮮
咸
鏡
南
道
永
興
ヲ
要
港
ト
為
シ
其
境
域
ヲ

定
ム
ル
件
（
国
立
公
文
書
館
）。

（
８
）ソ
ン
・
ジ
ヨ
ン「
露
日
戦
争
以
降
日
帝
の
軍
用
地
収
用
と
韓
国
民
の
抵
抗―

ソ
ウ
ル（
龍

山
）、平
壌
、義
州
を
中
心
に―

」『
梨
大
史
苑
』
三
〇
、一
九
九
七
年
（
朝
鮮
語
）。
ま
た
、

関
連
す
る
研
究
と
し
て
君
島
和
彦
「
日
露
戦
争
下
朝
鮮
に
お
け
る
土
地
略
奪
計
画
と
そ

の
反
対
闘
争
」（
旗
田
巍
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
朝
鮮
歴
史
論
集
』
下
巻
、
龍
渓
書
舎
、

一
九
七
九
年
）が
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、日
本
に
よ
る
土
地
略
奪
計
画
の
一
つ
と
し
て「
韓

国
荒
蕪
地
開
拓
案
」
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
儒
生
や
保
（
輔
）
国
会
な
ど
を
中

心
と
し
た
大
衆
に
よ
る
反
対
闘
争
と
、
計
画
撤
回
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
考
察
し
て
い

る
。

（
９
）
鄭
在
貞
（
三
橋
広
夫
訳
）『
帝
国
日
本
の
植
民
地
支
配
と
韓
国
鉄
道―

一
八
九
二
〜

一
九
四
五
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
第
五
章
。
日
露
戦
争
下
に
お
け
る
京
義
鉄
道

の
敷
設
の
た
め
の
土
地
収
用
と
、
そ
の
反
対
闘
争
を
論
じ
て
い
る
。
同
鉄
道
は
、
満
洲

で
の
戦
闘
の
後
方
を
支
え
る
軍
事
的
役
割
を
持
っ
て
い
た
。

（
10
）
ソ
ン
論
文
に
よ
れ
ば
、
一
九
〇
四
年
五
月
日
本
は
朝
鮮
に
永
久
兵
営
を
建
設
す
る
こ

と
を
閣
議
決
定
し
、
八
月
に
龍
山
・
平
壌
・
義
州
に
お
い
て
軍
用
地
を
選
定
、
翌
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一
九
〇
五
年
六
月
以
降
本
格
的
に
収
用
政
策
を
進
め
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
強
力

な
反
対
闘
争
が
押
し
進
め
ら
れ
た
と
す
る
。

（
11
）
ソ
ン
は
①
の
一
部
と
し
て
、
日
露
戦
争
中
に
お
け
る
永
興
湾
の
土
地
収
用
に
つ
い
て

簡
単
に
言
及
し
て
い
る
が
、
④
と
の
関
連
は
不
明
確
で
あ
る
。

（
12
）
竹
国
友
康
『
あ
る
日
韓
歴
史
の
旅―

鎮
海
の
桜―

』
朝
日
選
書
、
一
九
九
九
年
。

（
13
）「
自
明
治
三
九
年
至
同
四
五
年　

鎮
海
永
興
関
係
書
類
」
は
複
数
に
分
か
れ
て
お
り
、

タ
イ
ト
ル
の
末
尾
に
番
号
が
附
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
利
用
す
る
の
は
二
六
（
一
）
〜

二
七
（
三
）
で
あ
る
（
以
下
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
の
タ
イ
ト
ル
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー

ド
を
記
す
が
、
②
以
下
の
タ
イ
ト
ル
は
省
略
し
て
番
号
部
分
の
み
を
記
す
）。
①
「
自
明

治
三
九
年
至
同
四
五
年　

鎮
海
永
興
関
係
書
類　

二
六
（
一
）」、JA

CA
R:

C08020197900

、
②
「
二
六
（
二
）」C08020198000

、
③
「
二
六
（
三
）」

C08020198100

、
④
「
二
七
（
一
）」C08020198600

、
⑤
「
二
七
（
二
）」

C08020198700

、⑥
「
二
七
（
三
）」C08020198800
。
な
お
、①
〜
③
の
薄
冊
名
は
「
明

治
四
五
年
〜
大
正
一
年　

公
文
備
考　

巻
一
四
三　

土
木
五
一　

鎮
海
永
興
関
係
書
類

二
六
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）、
④
〜
⑥
は
同
書
類
の
「
二
七
」
で
あ
る
。

（
14
）
前
掲
『
朝
鮮
駐
箚
軍
歴
史
』
六
十
一
頁
。

（
15
）
前
掲
、
大
本
営
「
永
興
湾
要
塞
防
御
要
領
書
」。

（
16
）
海
軍
軍
令
部
『
明
治
三
十
七
八
年
海
戦
史
』
第
三
巻
、一
九
一
〇
年
、三
二
〜
三
三
頁
。

（
17
）
金
正
明
「
解
題
」
前
掲
『
朝
鮮
駐
箚
軍
歴
史
』。

（
18
）
参
謀
本
部
『
明
治
卅
七
八
年
日
露
戦
史
』
十
巻
、
偕
行
社
、
一
九
一
四
年
、
三
七
六

〜
七
・
三
八
三
頁
。

（
19
）
前
掲
『
朝
鮮
駐
箚
軍
歴
史
』
一
四
七
〜
一
四
八
頁
。

（
20
）
前
掲
「
第
一
編
防
備
／
第
六
章
前
進
根
拠
地
の
防
備
」、
一
三
三
〜
一
三
四
画
像
目
。

（
21
）
前
掲
『
明
治
卅
七
八
年
日
露
戦
史
』
十
巻
、
四
一
二
〜
四
一
三
頁
。

（
22
）
永
興
湾
の
北
部
分
を
「
松
田
湾
」、南
部
分
を
「
永
興
湾
」
と
呼
び
分
け
る
こ
と
も
あ
っ

た
。

（
23
）
前
掲
「
第
一
編
防
備
／
第
六
章
前
進
根
拠
地
の
防
備
」、
一
二
八
画
像
目
。

（
24
）
一
九
〇
四
年
七
月
に
海
軍
は
、
海
軍
中
佐
土
山
哲
三
を
「
事
情
視
察
」
の
た
め
元
山

領
事
館
に
出
張
さ
せ
て
い
た
。「
一
七
．
土
山
中
佐
元
山
ヘ
出
張
ノ
件
」、JA

CA
R:

B07090469600

、
帝
国
陸
海
軍
将
校
海
外
派
遣
雑
件
／
海
軍
ノ
部　

第
一
巻

（B-5-1-10-0-4_2_0_01

）（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（
25
）「
日
韓
議
定
書
」
第
四
条
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
26
）「
土
地
の
売
買
其
他
に
関
し
韓
国
駐
箚
軍
司
令
官
訓
令
移
牒
の
件
」、JA

CA
R:

C03020263400

、
明
治
三
八
年
「
満
密
大
日
記
明
治
三
八
年
一
月
二
月
」（
防
衛
省
防

衛
研
究
所
）」。

（
27
）
高
麗
大
学
校
亜
細
亜
問
題
研
究
所
編
『
旧
韓
国
外
交
文
書
』
第
七
巻
（
日
案
七
）、
ソ

ウ
ル
・
高
麗
大
学
校
出
版
部
、
一
九
七
〇
年
、
四
一
五
〜
四
一
七
頁
。

（
28
）「
三
八
．
一
．
三
〇 

発
参
謀
次
長
宛
韓
国
駐
箚
軍
参
謀
長
第
三
築
城
団
の
任
務
及
行

動
予
定
に
関
す
る
件
」JA

CA
R:C06040296500

、「
明
治
三
八
年
一
月
参
通
綴
大
本
営

陸
軍
参
謀
部
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）。

（
29
）
陸
軍
省
『
明
治
卅
七
八
年
戦
役
陸
軍
政
史
』
覆
刻
版
、
第
五
巻
、
湘
南
堂
書
店
、

一
九
八
三
年
（
原
本
は
一
九
一
一
年
）、
一
一
頁
、
四
二
頁
。

（
30
）
前
掲
「
第
一
編
防
備
／
第
六
章
前
進
根
拠
地
の
防
備
」、
一
二
九
画
像
目
。

（
31
）
大
韓
民
国
文
教
部
国
史
編
纂
委
員
会
編
『
各
司
謄
録
』
四
二
巻
、
一
九
九
〇
年
、

七
一
四
頁
。

（
32
）
同
右
。

（
33
）
一
日
畊
は
、
牛
一
頭
を
以
て
一
日
耕
作
す
る
の
意
（
前
掲
『
明
治
卅
七
八
年
戦
役
陸

軍
政
史
』
第
五
巻
、
九
三
頁
）。

（
34
）
前
掲
『
各
司
謄
録
』
四
二
巻
、
七
一
四
〜
七
一
五
頁
。

（
35
）
同
右
、
七
一
五
頁
。

（
36
）「
韓
国
永
興
湾
内
土
地
収
用
に
関
す
る
件
」JA

CA
R:C03020302900

、
明
治
三
八
年

「
満
密
大
日
記
明
治
三
八
年
三
月
四
月
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）、
八
〜
九
画
像
目
。

（
37
）
同
右
、
九
画
像
目
。

（
38
）
同
右
、
七
画
像
目
。
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（
39
）
前
掲
『
明
治
卅
七
八
年
戦
役
陸
軍
政
史
』
第
五
巻
、
六
三
頁
。

（
40
）
同
右
、
九
二
〜
九
四
頁
。

（
41
）
前
掲
『
各
司
謄
録
』
四
二
巻
、
七
四
〇
頁
。

（
42
）鶴
園
裕「
李
朝
後
期
民
衆
運
動
の
２
・
３
の
特
質
に
つ
い
て
」『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』

二
七
、一
九
九
〇
年
、
二
四
頁
。
趙
景
達
『
朝
鮮
民
衆
運
動
の
展
開―

士
の
論
理
と
救
済

思
想―

』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
四
九
〜
五
〇
頁
。

（
43
）大
田
原
は
、押
収
で
は
足
り
な
い
場
合
は
、連
帯
保
証
人
を
拘
束
す
る
等
の
措
置
を
と
っ

た
と
指
摘
す
る
が
、
横
見
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
の
で
真
偽
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し

横
見
は
一
方
的
に
「
連
帯
保
証
人
」
を
指
定
し
、
押
収
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
否
定
し

て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
は
事
実
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
44
）
前
掲
、
ソ
ン
、
七
五
頁
。

（
附
記
）
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費12J04725

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

 

〔
学
外
研
究
者
に
よ
る
査
読
を
含
む
審
査
を
経
て
、
二
〇
一
三
年
九
月
十
七
日
掲
載
決
定
〕

 

（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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